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特定投資家に移行する期限について 

 
 

当社では、金融商品取引法に定める特定投資家制度に関して、特定投資家以外の方が特定

投資家に移行される旨のお申し出をされた場合の期限日を、移行承諾後最初に到来する３

月３１日（休業日の場合も同じ）と定めております。従いまして、承諾日によっては、期

限到来までの期間が１年よりも短くなる場合がありますので、ご了承ください。また特定

投資家への移行の更新をご希望の場合は、期限日の１ヶ月前から期限日までの間に更新の

お申し出が必要になります。 

 
 


